
�愛媛県告示第１００８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により市町から聴取した意見及び同条第２項の

規定により述べられた意見の概要は、次のとおりである。

これらの意見は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに四国中央市役所におい

て告示の日から１月間縦覧に供する。

平成２７年８月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１００９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２７年８月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市波方町養老字向乙８１の１４（次の図に示す部分に限る。）、

乙８１の１

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

発 行 愛 媛 県
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大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所在地
法第８条第１項の規定により市町から聴
取した意見の概要

法第８条第２項の規定により述べられた
意見の概要

（仮称）ケーズデンキ四国
中央店

四国中央市川之江町３４９番
１

生活環境保持の見地からの意見はなし。 店舗建設により増加が予想される雨水について、
近隣の住居や企業の土地が冠水しないよう適切
に処理すること。
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�愛媛県告示第１０１０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２７年８月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

新居浜市観音原町乙１の３３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第１０１１号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

平成２７年８月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町二名甲４０５８の１、甲４０５８の２、甲４０５９の１、

甲４０５９の２、乙６０、乙６１、乙６３、乙６５、乙６６、乙６８、乙６９、乙１０２

の１、乙１０３から乙１０５まで、乙１０７、乙１０９、乙１１０、乙１１２、乙１１３

の１、乙１１４、乙２５８、乙２５９の１から乙２５９の５まで、乙２６０の１、

乙２６０の２、乙２６０の５、乙２６０の６、乙２６１の１から乙２６１の３ま

で、乙２６２から乙２６４まで、乙２６５の１から乙２６５の３まで、乙２６６、

乙２６８の１、乙２６８の４、乙２６８の５、乙２６９、乙２７０の１、乙２７０の

２、乙２７１の１、乙２７１の４、乙２７１の５、乙２７２、乙２７４、乙２７５の

１、乙２７５の２、乙２７６、乙２７７の１から乙２７７の３まで、乙２７８、

乙２７９、乙２８０の１から乙２８０の４まで、乙２８１の１、乙２８１の２、

乙２８２の１、乙２８２の２、乙２８３の１から乙２８３の３まで、乙２８４の

１、乙２８４の２、乙２８５の１から乙２８５の６まで、乙２８５の８、乙２８６、

乙２８８、乙２８９の１、乙２８９の８から乙２８９の１３まで、乙２９０の１、

乙２９０の６から乙２９０の９まで、乙２９７、乙２９９の１、乙２９９の２、

乙３００、乙３０１の１、乙３０１の２、乙３０２、乙３０３、乙３０４の１、乙３０４

の２、乙３０８から乙３１０まで、乙３１１の１、乙３１１の２、乙３１２から

乙３１９ま で、乙３２０の１、乙３２０の２、乙３２１の１、乙３２１の２、乙

３２２、乙３２３の１、乙３２３の２、乙３２４の１、乙３２４の３、乙３２４の４、

乙８２０、乙９９７から乙１００７まで、乙１００９、乙１０１０、乙１０１２から乙１０１４

まで、乙１０１７から乙１０１９まで、乙１０２０の１、乙１０２０の２、乙１０２１

の１、乙１０２１の２、乙１０２２、乙１０２７、乙１０２９の１、乙１０２９の２、

乙１０３０から乙１０３５まで、乙１０３７から乙１０４３まで、乙１０４４の１、乙

１０４４の２、乙１０５２から乙１０５４まで、乙１０５５の１、乙１０５５の２、乙

１０５６から乙１０５８まで、乙１０６０、乙１０６２、乙１０６４、乙１０６５、乙１０６７

から乙１０８０まで、乙１０８１の１、乙１０８１の２、乙１０８３から乙１０８８ま

で、乙１０９０、乙１０９１、乙１０９３から乙１０９７まで、乙１１００、乙１１０２、

乙１１０３の１、乙１１０３の２、乙１１０４、乙１１０５の１から乙１１０５の３ま

で、乙１１０６、乙１１０７、乙１１１２の１から乙１１１２の４まで、乙１３３８、

乙１３３９、乙１３４０の１、乙１３４０の２、乙１３４１の１、乙１３４１の２、乙

１３４２の１から乙１３４２の３まで、乙１３４３の１から乙１３４３の３まで、

乙１３４７の１から乙１３４７の３まで、乙１３４８から乙１３５３まで、乙１３５５、

乙１３５６、乙１３５７の１から乙１３５７の６まで、乙１３７９の１から乙１３７９

の７まで、乙１３８０の１、乙１３８０の２、乙１３８１から乙１３８４、乙１３８７、

乙１４８６、乙１４８７の１から乙１４８７の３まで、乙１４８８の１、乙１４８８の

２、乙１５８８から乙１５９１まで、乙１５９２の１、乙１５９２の２、乙１５９３、

乙１５９４の１、乙１５９４の２、乙１５９５から乙１５９７まで、乙１５９８の１か

ら乙１５９８の３まで、乙１６３７、乙１６８９、乙１６９０の１、乙１６９０の２、

乙１６９９の１から乙１６９９の３まで、乙１７００の１、乙１７００の２、乙１７０１、

乙１７０２、乙１７０５、乙１７０６の１から乙１７０６の３まで、乙１７０７、乙１７０９

から乙１７１１まで、乙１７１３、乙１７１４、乙１７１７、乙１７１８の１、乙１７１８

の２、乙１７１９の１、乙１７１９の２、乙１７２０の１から乙１７２０の３まで、

乙１７２１、乙１７２２の１から乙１７２２の４まで、乙１７２３、乙１７２４の１、

乙１７２４の２、乙１７２５の１、乙１７２５の２、乙１７２６の２、乙１７２７の２、

乙１７８１の１、乙１７８１の２、乙１７８２、乙１７８４の１、乙１７８４の２、乙

１８１０から乙１８１２まで、乙１８１３の１、乙１８１３の２、乙１８１４から乙１８１６

まで、乙１８２４、乙１８２５の１、乙１８２５の２、乙１８２６の１、乙１８２６の

２、乙１８２７、乙１８２８の１、乙１８２８の２、乙１８３０から乙１８３２まで、

乙１８３３の１、乙１８３４の１、乙１８３４の６から乙１８３４の８まで、乙１８３５

の２、乙１８３７の１、乙１８３７の３、乙１８３７の５、乙１８３８の１、乙１８３８

の２、乙１８３９の２、乙１８４１の１、乙１８４２の３、乙１８４４の１から乙

１８４４の３まで、乙１８４５から乙１８５１まで、乙１８５３から乙１８５７まで、

乙１８７１から乙１８７３まで、乙１９０５の１、乙１９０５の２、乙１９０５の４、

乙１９０５の５、乙１９０５の７、乙１９０５の８、乙１９０６の１から乙１９０６の

４まで、乙１９０７の１、乙１９０７の２、乙１９０８の１、乙１９０８の３から

乙１９０８の５まで、乙１９０８の８から乙１９０８の１０まで、乙１９０８の１４、

乙１９０９の１、乙１９１０の１、乙１９１０の２、乙１９１４の１、乙１９１４の２、

乙１９１５の１、乙１９１５の２、乙１９１６、乙１９１９の１、乙１９１９の２、乙

１９２０から乙１９２５まで、乙１９２６の１、乙１９２６の２、乙１９２７から乙１９３０

まで、乙１９３２から乙１９３８まで、乙１９４０、乙１９４１の１から乙１９４１の

３まで、乙１９４２の１から乙１９４２の５まで、乙１９４３の１、乙１９４３の

２、乙１９４４から乙１９４６まで、乙１９４８、乙１９５０の１、乙１９５０の３、

乙１９５１、乙１９５２、乙１９５７、乙１９５８、乙１９５９の１、乙１９５９の２、乙

１９６０、乙１９６１、乙１９６２の１から乙１９６２の４まで、乙１９６３の１から

乙１９６３の３まで、乙１９６５の１、乙１９６５の２、乙１９６６の１から乙１９６６

の５まで、乙１９６７、乙２０２５の１、乙２０２５の２、乙２０２６から乙２０２９

まで、乙２０３０の１から乙２０３０の４まで、乙２０３１、乙２０６８の３、乙

２０６９の１から乙２０６９の８まで、乙２０７３の１から乙２０７３の３まで、

乙２０７３の５から乙２０７３の９まで、乙２０７４の１から乙２０７４の３まで、

乙２０７５の１から乙２０７５の５まで、乙２０７６、乙２０７７の１から乙２０７７

の３まで、乙２０７９から乙２０８２まで、乙２０８３の１、乙２０８４、乙２０８６、

乙２１１９、乙２１２０の１から乙２１２０の３まで、乙２１２１の１、乙２１２１の

２、乙２１３２の１、乙２１３２の２、乙２１３３から乙２１３５まで、乙２１３６の

１、乙２１３６の２、乙２１３７の１、乙２１３７の２、乙２１３８の１、乙２１３８

の２、乙２１３９、乙２１４０、乙２１４１の１、乙２１４１の２、乙２１４２から乙

２１４４まで、乙２１４８の２、乙２２０１の１から乙２２０１の３まで、乙２２０２

の１から乙２２０２の３まで、乙２２０６、乙２２０７、乙２２０８の１から乙２２０８

の４まで、乙２２０９の１から乙２２０９の３まで、乙２２１９、乙２２２０、乙

２２２１の１から乙２２２１の３まで、乙２２２２から乙２２２５まで、乙２２２６の

１、乙２２２６の２、乙２２２７の１、乙２２２７の２、乙２２２８の１から乙２２２８

の３まで、乙２２３０、乙２２３２、乙２２３３、乙２２３６から乙２２５５まで、乙

２２５６の１、乙２２５６の２、乙２２５７の１から乙２２５７の４まで、乙２２５８、

乙２３１８、乙２３２０、乙２３２２の１、乙２３２２の２、乙２３２３、乙２３２４の１

から乙２３２４の３まで、乙２３２７、乙２３４８の１、乙２３４８の２、乙２３４８

の４から乙２３４８の９まで、乙２３４９の１から乙２３４９の５まで、乙２３５０、

乙２３５１の１、乙２３５１の２、乙２３５２の１から乙２３５２の３まで、乙２３５３

から乙２３５６まで、乙２４１２から乙２４１５まで、乙２４２５から乙２４２７まで、

愛 媛 県 報平成２７年８月１１日 第２６９７号
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乙２４２８の１、乙２４２８の２、乙２４２９の１、乙２４２９の２、乙２４３０、乙

２４３４の１、乙２４３４の２、乙２４３５から乙２４３８まで、乙２４４５の１から

乙２４４５の４まで、乙２４４６、乙２４４７の１から乙２４４７の９まで、乙２４４８

の１から乙２４４８の４まで、乙２４４９の１から乙２４４９の３まで、乙２４５０

の１、乙２４５０の３、乙２４５０の４、乙２４５１、乙２４５２の１から乙２４５２

の４まで、乙２４５３の１から乙２４５３の６まで、乙２４５４の１から乙２４５４

の３まで、乙２４５５、乙２４５６の１、乙２４５６の２、乙２４５７の１、乙２４５７

の２

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び久万

高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０１２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、八幡浜市長から次のとおり公共測量を

実施する旨の通知があった。

平成２７年８月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（八幡浜市都市計画図作成業務委託）

２ 作業期間 平成２７年８月１１日から

平成２８年２月２９日まで

３ 作業地域 八幡浜市全域

�愛媛県告示第１０１３号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成２７年８月１１日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第１０１４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２７年８月１１日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第１０１５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２７年８月１１日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指 定 障 害 児
通所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所の
所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０６００１４３ 七色ゆめ工房株式会社 西条市大野３９５番地１３ 高 正 剛 放課後等デイ
サービス

レインボーキッズメソッ
ド

西条市丹原町願連寺２０６
番地１－１０２号室

平成２７年
７月１日

３８５１３００１２３ 株式会社ぴのきお 新居浜市坂井町三丁目
６番３５号 沖 野 勝 広 放課後等デイ

サービス
放課後クラブ ぴのき
お かわのえ

四国中央市妻鳥町１０４８
番地１

平成２７年
７月１０日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛
県済生会 済生会今治訪問介護事業所さいせい 愛媛県今治市北日吉町一丁目７番４３号 平成２７年６月３０日 訪問入浴介護

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０２００５２１ 一般社団法人Ｓｉｇｎ 今治市別名１８０番地１ 正 岡 弘 樹 就労継続支援
Ｂ型

多機能型事業所 パド
ル

今治市八町東６丁目４
番２２号

平成２７年
７月１日

��������������
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�愛媛県告示第１０１６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２７年８月１１日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�������
�愛媛県告示第１０１７号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２７年８月１１日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 十倉 雅和

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場菊本地区

新居浜市菊本町１丁目１０番１号

３ 特定施設に関する事項

� Ｋ－３６０５ トフィー脱水機

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０２００５４７ 一般社団法人Ｓｉｇｎ 今治市別名１８０番地１ 正 岡 弘 樹 就労継続支援
Ｂ型 アライブ 今治市八町東６丁目４

番２２号
平成２７年
６月３０日

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５未満

最大 ５未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４８

最大 ６０

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

� Ｋ－３６５５ トフィー脱水機

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３３号ハ 遠心分離機

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１０３トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後４ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４００

最大 ５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４０

最大 １，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５未満

最大 ５未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第３３号ハ 遠心分離機

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１０３トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後４ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 ５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６

最大 ２８
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汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８４

最大 ９６

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

� Ｋ－３７１１ ＰＥＳ脱水機

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３３号ハ 遠心分離機

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり５８．４トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後４ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５～９

最大 ５～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 １７

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５未満

最大 ５未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３６

最大 ４８

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

� Ｋ－３６６５ 溶媒分離機

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３３号ハ 遠心分離機

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１１５トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後４ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ―

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ―

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ―

最大 ３５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ―

最大 ５未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ―

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０

最大 ６０

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。
汚水等は、不定期に排出される。

� Ｚ－３９５０ 重合系スクラバー

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３３号リ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２３，０４０ノルマル立方メートル
処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後４ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ３～５

最大 ３～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２，０００

最大 ４，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 １７

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５未満

最大 ５未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満
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汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４８

最大 ６０

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

� Ｚ－２９３０ ベンチュリースクラバー

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３３号リ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１１，２８０ノルマル立方メートル
処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後４ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ３～７

最大 ３～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２５

最大 １，２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５未満

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４

最大 ３０

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

� Ｚ－２９４０ ベンチュリースクラバー

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３３号リ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１１，２８０ノルマル立方メートル
処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後４ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ３～７

最大 ３～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２５

最大 １，２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５未満

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４

最大 ３０

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

� Ｋ－３６１５ トフィー脱水機

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３３号ハ 遠心分離機

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり９４．９トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後４ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ９～１１

最大 ９～１１

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７６０

最大 ９００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 １５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５未満

最大 ５未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満
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汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０８

最大 １３２

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

� Ｋ－３６２５ 溶媒分離機

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３３号ハ 遠心分離機

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１１５トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後４ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ―

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ―

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ―

最大 ３５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ―

最大 ５未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ―

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０

最大 ６０

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。
汚水等は、不定期に排出される。

� Ｋ－３７０１ ＰＥＳ脱水機

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３３号ハ 遠心分離機

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり５８．４トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後４ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５～９

最大 ５～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 １７

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５未満

最大 ５未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３８

最大 ４８

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

� Ｚ－３９３０ 局排系スクラバー

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３３号リ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１４４，０００ノルマル立方メート
ル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後４ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ３～５

最大 ３～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６０

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５未満

最大 ５未満
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�愛媛県告示第１０１８号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２７年８月１１日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 十倉 雅和

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場菊本地区

新居浜市菊本町一丁目１０番１号

３ 特定施設に関する事項

� Ｔ－５８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４

最大 ３６

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

４ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～７．５

最大 ６．５～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １１．２

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５．０

最大 ２７．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．０

最大 １５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ５．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０，４７４

最大 ２７，５５７

� �３排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １３．０

最大 １９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３．０

最大 ４７．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．９

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ７．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３６，９０２

最大 ４０，７４８

備考 この他に、雨水排水口が１８箇所ある。

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第３７号タ 廃ガス洗浄
施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２，５８１ノルマル立方メート
ル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後４ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １４

最大 １４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０

最大 ０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５

最大 ８

備考 汚水等は、還元処理施設、�３総合排水処理施設にて処理する。
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� Ｚ－５２１０

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第３３号リ 廃ガス洗浄
施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり３５ノルマル立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後２ヵ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 １８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７～８

最大 ７～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．８

最大 １．８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０未満

最大 ２０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５未満

最大 ５未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３

最大 ３

備考 汚水等は、塩ビ工場総合排水処理施設、ＢＲ－ＢＴ活性汚泥処理施設
及び�３総合排水処理施設にて処理する。

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 還元処理施設

設 置 年 月 日 昭和４８年１１月１０日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 還元及び中和処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１５．０メートル 横５．１メートル
高さ１．７メートル×２基

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり７５０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 還元及び中和方式

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～７．５

最大 ６．５～７．５

通常 ６．５～７．０

最大 ６．０～７．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６７０

最大 ７９９

通常 ３１３

最大 ４０２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

通常 ３０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 １０

通常 ２

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ７

通常 １

最大 ７

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２１

最大 ３３２

通常 ２２１

最大 ３３２

備考 汚水等は、�３総合排水処理施設で処理する。

� 塩ビ工場総合排水処理施設

設 置 年 月 日 昭和４６年１２月９日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 分離及び凝集加圧浮上処理

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

中和槽 内径２，２００ミリメートル 高さ
３，８００ミリメートル
凝集槽 縦２，５００ミリメートル 横１，２５０
ミリメートル 高さ１，７００ミリメートル
加圧浮上槽 縦２，５００ミリメートル 横
４，０００ミリメートル 高さ１，７００ミリメー
トル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 分離及び凝集加圧浮上方式

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６～９

最大 ４～９

通常 ６～９

最大 ６～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４７３

最大 ５１４

通常 ３５５

最大 ３７６
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浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，３９８

最大 １，５９３

通常 ３４

最大 ３５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １９４．２

最大 ２７９．５

通常 １９４．２

最大 ２７９．５

備考 汚水等は、ＢＲ－ＢＴ活性汚泥処理施設及び�３総合排水処理施設で
処理する。

� ＢＲ－ＢＴ活性汚泥処理施設

設 置 年 月 日 平成３年８月３１日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理及び化学処理

処 理 施 設 の 型 式 活性汚泥処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 ばっ気槽 縦７メートル 横２４メートル
高さ５．５メートル×３基

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥処理方式

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．０

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９５

最大 １１５

通常 ４５

最大 ５５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ５０

通常 １０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５，２２１

最大 ５，７２７

通常 ５，２２１

最大 ５，７２７

備考 汚水等は、�３総合排水処理施設で処理する。

� �３総合排水処理施設

設 置 年 月 日 昭和４９年６月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理及び化学処理

処 理 施 設 の 型 式 沈降分離処理及び中和処理

処 理 施 設 の 構 造 土堰堤型式

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
沈降槽 縦９５．０メートル 横６０．０メート
ル 高さ２．０メートル
中和槽 縦４８．０メートル 横６０．０メート
ル 高さ２．２メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり５０，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈降処理及び中和処理方式

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．５

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １３．０

最大 １９．５

通常 １３．０

最大 １９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３．０

最大 ５００

通常 ３３．０

最大 ４７．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．９

最大 １０．０

通常 １．９

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ７．０

通常 １．０

最大 ７．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３６，９０２

最大 ４０，７４８

通常 ３６，９０２

最大 ４０，７４８

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～７．５

最大 ６．５～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １１．２

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５．０

最大 ２７．０

愛 媛 県 報平成２７年８月１１日 第２６９７号

７８２



�愛媛県告示第１０２０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２７年８月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０２１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２７年８月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１０１９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

松山市伊台土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管

理）の計画の変更を平成２７年７月３０日認可した。

平成２７年８月１１日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．０

最大 １５．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ５．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０，４７４

最大 ２７，５５７

� �３排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １３．０

最大 １９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３．０

最大 ４７．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．９

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ７．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３６，９０２

最大 ４０，７４８

備考 この他に、雨水排水口が１８箇所ある。

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

ぼうこう又は直腸機能障害 外 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 松 本 紘 典 東温市志津川 平成２７年

８月１日

ぼうこう又は直腸・小腸機能障
害 消化器外科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 渋 井 勇 一 東温市志津川 平成２７年
８月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・
ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫機能障害・肝臓機能障害

外 科 愛媛県立新居浜病院 高 山 和 之 新居浜市本郷三丁目１番１号 平成２７年
８月１日

心 臓 機 能 障 害 心臓血管外科 愛媛県立新居浜病院 三 好 麻衣子 新居浜市本郷三丁目１番１号 平成２７年
８月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・
ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫機能障害・肝臓機能障害

内 科 愛媛県立新居浜病院 山 岡 傳一郎 新居浜市本郷三丁目１番１号 平成２７年
８月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・
ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫機能障害・肝臓機能障害

外 科 愛媛県立新居浜病院 � 田 和 憲 新居浜市本郷三丁目１番１号 平成２７年
８月１日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 愛媛県立新居浜病院 武 田 哲 二 新居浜市本郷三丁目１番１号 平成２７年
８月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

井 出 雄 久 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４丁目５番５号 井 出 整 形 外 科 医 院 今治市片山３丁目３番４６号 平成２７年
７月１日

麓 憲 行 愛 媛 県 立 南 宇 和 病 院 南宇和郡愛南町城辺甲２４３３－
１ 愛 媛 県 立 新 居 浜 病 院 新居浜市本郷三丁目１－１ 平成２７年

７月１日

��������������
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�愛媛県選挙管理委員会告示第６４号
個人演説会等を開催することができる施設として市町村選挙管理委員会が指定した施設の一部改正について

個人演説会等を開催することができる施設として市町村選挙管理委員会が指定した施設（平成２２年１月愛媛県選挙管理委員会告示第７号）

の一部を次のように改正する。

平成２７年８月１１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

○愛媛県選挙管理委員会告示第６５号

不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。

平成２７年８月１１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１・２ 省略

３ 老人ホーム

名 称 種 類 所 在 地 指定年月日

省略

ハッピー南久米 省略

特別養護老人ホ

ーム和光苑新館

特別養護老

人ホーム

松山市井門町

１０９９

平成２７年８月３

日

省略

４・５ 省略

１・２ 省略

３ 老人ホーム

名 称 種 類 所 在 地 指定年月日

省略

ハッピー南久米 省略

省略

４・５ 省略

選挙管理委員会告示

改 正 後 改 正 前

施設の名称 施設の所在地 定員（人） 施設の名称 施設の所在地 定員（人）

省略 省略

大洲市河辺ふるさ

との宿

省略 大洲市河辺ふるさ

との宿

省略

大洲市大成体育館 大洲市森山甲７２６番地ノ１ ２８０

省略

大洲市上須戒体育

館

大洲市上須戒甲１５１１番地 ２５０

大洲市正山体育館 大洲市肱川町名荷谷１７５０番

地

２７０

大洲市大谷体育館 大洲市肱川町大谷２６６０番地 ２７０

大洲市予子林体育

館

大洲市肱川町予子林１９５７番

地

２５０

省略

改 正 後 改 正 前

��������������
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�公 告

環境影響評価方法書について

環境影響評価法（平成９年６月１３日法律第８１号）第５条第１項の

規定により、次の対象事業について環境影響評価方法書（以下「方

法書」という。）を作成したので、同法第７条の規定により、次の

とおり公告します。

また、同法第７条の２第２項の規定により、方法書の説明会を開

催することとしたので、併せて公告します。

なお、方法書について、環境の保全の見地からの意見を書面によ

り提出することができます。

平成２７年８月１１日

電源開発株式会社

取締役社長 北 村 雅 良

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 名 称 電源開発株式会社

� 代表者 取締役社長 北村 雅良

� 所在地 東京都中央区銀座６丁目１５番１号

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名 称 南愛媛第二風力発電事業（仮称）

� 種 類 風力発電所の設置の工事の事業

� 規 模 総出力 最大４０，８００キロワット

３ 対象事業が実施されるべき区域

愛媛県宇和島市津島町下畑地、愛媛県南宇和郡愛南町僧都地区

４ 関係地域の範囲

愛媛県宇和島市、愛媛県南宇和郡愛南町

５ 方法書及び要約書の縦覧場所、期間及び時間

� 縦覧場所

愛媛県庁、宇和島市役所、宇和島市津島支所、愛南町役場

� 縦覧期間

平成２７年８月１１日（火）から平成２７年９月１０日（木）まで

（土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定する

休日及び閉庁日は除く）

� 縦覧時間

午前９時から午後５時まで

６ 方法書についての意見書の提出期限及び提出先並びに意見書に

記載すべき事項

� 提出期限

平成２７年９月２４日（木）まで

� 提出先

〒１０４－８１６５ 東京都中央区銀座六丁目１５番１号

電源開発株式会社 環境エネルギー事業部風力事業室

� 意見書に記載すべき事項

ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他

の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

イ 意見書の提出の対象である方法書に記載された対象事業の

名称

ウ 方法書についての環境の保全の見地からの意見（日本語に

より、意見の理由を含めて記載すること。）

７ 説明会の開催を予定する日時及び場所

� 日時 平成２７年８月１６日（日） 午前１０時より

場所 上槇集会場（愛媛県宇和島市津島町下畑地乙７３５番地

４）

� 日時 平成２７年８月２２日（土） 午後６時より

場所 僧都ふれあい交流館（愛媛県南宇和郡愛南町僧都２７９

番地）

雑 報

平成２７年８月１１日 発行
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